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 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 ○ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 □ 昭 和 四 十 四 年 千 葉 県 規 則 第 百 一 号 □ に 関 す る 資 料  

 
  

宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

昭 和 四 十 四 年 十 二 月 二 十 六 日

規 則 第 百 一 号

昭 和 四 十 四 年 十 二 月 二 十 六 日

規 則 第 百 一 号

宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

題 名 改 正 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二 号 □  題 名 改 正 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二 号 □  

□ 趣 旨 □  □ 趣 旨 □  

第 一 条  こ の 規 則 は □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 四 年 千 葉 県

条 例 第 五 十 号 □ 以 下 □ 条 例 □ と い う □ □ の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る □  

第 一 条  こ の 規 則 は □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 四 年 千 葉 県

条 例 第 五 十 号 □ 以 下 □ 条 例 □ と い う □ □ の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二 号 □  一 部 改 正 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二 号 □  

□ 特 定 工 作 物 □  □ 特 定 工 作 物 □  

第 一 条 の 二  条 例 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 工 作 物 は □ 石 油 パ イ プ

ラ イ ン 事 業 法 □ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 百 五 号 □ 第 五 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る

事 業 用 施 設 に 該 当 す る も の □ 港 湾 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 □ 第 二

条 第 五 項 第 八 号 に 規 定 す る 保 管 施 設 又 は 同 項 第 八 号 の 二 に 規 定 す る 船 舶 役 務

用 施 設 に 該 当 す る も の □ 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 □ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 百 三 十 七 号 □ 第 三 条 第 二 号 ホ に 規 定 す る 補 給 施 設 に 該 当 す る も の □ 航

空 法 □ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 □ に よ る 公 共 の 用 に 供 す る 飛 行 場 に

建 設 さ れ る 航 空 機 給 油 施 設 に 該 当 す る も の □ 電 気 事 業 法 □ 昭 和 三 十 九 年 法 律

第 百 七 十 号 □ 第 二 条 第 一 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 電 気 事 業 □ 同 項 第 二 号 に 規 定

す る 小 売 電 気 事 業 を 除 く □ □ の 用 に 供 す る 同 項 第 十 八 号 に 規 定 す る 電 気 工 作

物 に 該 当 す る も の 及 び ガ ス 事 業 法 □ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 五 十 一 号 □ 第 二 条 第

十 三 項 に 規 定 す る ガ ス 工 作 物 □ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る ガ ス 小 売 事 業 の 用 に 供

す る も の を 除 く □ □ に 該 当 す る も の 以 外 の も の と す る □  

第 一 条 の 二  条 例 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 工 作 物 は □ 石 油 パ イ プ

ラ イ ン 事 業 法 □ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 百 五 号 □ 第 五 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る

事 業 用 施 設 に 該 当 す る も の □ 港 湾 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 □ 第 二

条 第 五 項 第 八 号 に 規 定 す る 保 管 施 設 又 は 同 項 第 八 号 の 二 に 規 定 す る 船 舶 役 務

用 施 設 に 該 当 す る も の □ 漁 港 漁 場 整 備 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 □

第 三 条 第 二 号 ホ に 規 定 す る 補 給 施 設 に 該 当 す る も の □ 航 空 法 □ 昭 和 二 十 七 年

法 律 第 二 百 三 十 一 号 □ に よ る 公 共 の 用 に 供 す る 飛 行 場 に 建 設 さ れ る 航 空 機 給

油 施 設 に 該 当 す る も の □ 電 気 事 業 法 □ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 □ 第 二 条

第 一 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 電 気 事 業 □ 同 項 第 二 号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 を

除 く □ □ の 用 に 供 す る 同 項 第 十 八 号 に 規 定 す る 電 気 工 作 物 に 該 当 す る も の 及

び ガ ス 事 業 法 □ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 五 十 一 号 □ 第 二 条 第 十 三 項 に 規 定 す る ガ

ス 工 作 物 □ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る ガ ス 小 売 事 業 の 用 に 供 す る も の を 除 く □ □

に 該 当 す る も の 以 外 の も の と す る □  

追 加 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 □ □ 一 部 改 正 □ 平 成 一 一 年 規 則 六 号 ・

一 三 年 九 二 号 ・ 一 七 年 九 八 号 ・ 二 七 年 三 二 号 ・ 二 八 年 五 八 号 ・ 二 九

年 二 五 号 □  
追 加 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 □ □ 一 部 改 正 □ 平 成 一 一 年 規 則 六 号 ・

一 三 年 九 二 号 ・ 一 七 年 九 八 号 ・ 二 七 年 三 二 号 ・ 二 八 年 五 八 号 ・ 二 九

年 二 五 号 □  

□ 適 用 の 除 外 □  □ 適 用 の 除 外 □  

第 二 条  条 例 第 三 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 業 は □ 次 に 掲 げ る も の と す る □  第 二 条  条 例 第 三 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 業 は □ 次 に 掲 げ る も の と す る □  

一  農 業 □ 林 業 若 し く は 漁 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 又 は こ れ ら の 業 務 を 営 む 者 一  農 業 □ 林 業 若 し く は 漁 業 の 用 に 供 す る 建 築 物 又 は こ れ ら の 業 務 を 営 む 者

改 正 後 改 正 前
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の 居 住 の 用 に 供 す る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  の 居 住 の 用 に 供 す る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  
二  駅 舎 そ の 他 の 鉄 道 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目

的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

二  駅 舎 そ の 他 の 鉄 道 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目

的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

三  道 路 運 送 法 □ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 □ 第 三 条 第 一 号 イ に 規 定 す

る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 若 し く は 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 □ 平 成 元 年

法 律 第 八 十 三 号 □ 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 □ 同 条

第 六 項 に 規 定 す る 特 別 積 合 せ 貨 物 運 送 を す る も の に 限 る □ □ の 用 に 供 す る

施 設 で あ る 建 築 物 又 は 自 動 車 タ □ ミ ナ ル 法 □ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 三 十 六

号 □ 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 一 般 自 動 車 タ □ ミ ナ ル を 構 成 す る 建 築 物 の 建

築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

三  道 路 運 送 法 □ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 □ 第 三 条 第 一 号 イ に 規 定 す

る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 若 し く は 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 □ 平 成 元 年

法 律 第 八 十 三 号 □ 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 □ 同 条

第 六 項 に 規 定 す る 特 別 積 合 せ 貨 物 運 送 を す る も の に 限 る □ □ の 用 に 供 す る

施 設 で あ る 建 築 物 又 は 自 動 車 タ □ ミ ナ ル 法 □ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 三 十 六

号 □ 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 一 般 自 動 車 タ □ ミ ナ ル を 構 成 す る 建 築 物 の 建

築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

四  航 空 法 に よ る 公 共 の 用 に 供 す る 飛 行 場 に 建 築 さ れ る 建 築 物 で □ 当 該 飛 行

場 の 機 能 を 確 保 す る た め 必 要 な も の 若 し く は 当 該 飛 行 場 を 利 用 す る 者 の 利

便 を 確 保 す る た め 必 要 な も の 又 は 同 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 航 空 保 安 施

設 で 公 共 の 用 に 供 す る も の の 用 に 供 す る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で

行 う 宅 地 開 発 事 業  

四  航 空 法 に よ る 公 共 の 用 に 供 す る 飛 行 場 に 建 築 さ れ る 建 築 物 で □ 当 該 飛 行

場 の 機 能 を 確 保 す る た め 必 要 な も の 若 し く は 当 該 飛 行 場 を 利 用 す る 者 の 利

便 を 確 保 す る た め 必 要 な も の 又 は 同 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 航 空 保 安 施

設 で 公 共 の 用 に 供 す る も の の 用 に 供 す る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で

行 う 宅 地 開 発 事 業  

五  電 気 通 信 事 業 法 □ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 □ 第 百 二 十 条 第 一 項 に 規

定 す る 認 定 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す

る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

五  電 気 通 信 事 業 法 □ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 □ 第 百 二 十 条 第 一 項 に 規

定 す る 認 定 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す

る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

六  放 送 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 □ に よ る 放 送 事 業 の 用 に 供 す る

放 送 設 備 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

六  放 送 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 □ に よ る 放 送 事 業 の 用 に 供 す る

放 送 設 備 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

七  電 気 事 業 法 第 二 条 第 一 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 電 気 事 業 □ 同 項 第 二 号 に 規

定 す る 小 売 電 気 事 業 を 除 く □ □ の 用 に 供 す る 同 項 第 十 八 号 に 規 定 す る 電 気

工 作 物 を 設 置 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は ガ ス 事 業 法 第 二 条 第 十 三 項 に 規 定

す る ガ ス 工 作 物 □ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る ガ ス 小 売 事 業 の 用 に 供 す る も の を

除 く □ □ を 設 置 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地

開 発 事 業  

七  電 気 事 業 法 第 二 条 第 一 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 電 気 事 業 □ 同 項 第 二 号 に 規

定 す る 小 売 電 気 事 業 を 除 く □ □ の 用 に 供 す る 同 項 第 十 八 号 に 規 定 す る 電 気

工 作 物 を 設 置 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は ガ ス 事 業 法 第 二 条 第 十 三 項 に 規 定

す る ガ ス 工 作 物 □ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る ガ ス 小 売 事 業 の 用 に 供 す る も の を

除 く □ □ を 設 置 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地

開 発 事 業  

八  国 立 研 究 開 発 法 人 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 が 国 立 研 究 開 発 法 人 宇 宙 航 空 研

究 開 発 機 構 法 □ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 六 十 一 号 □ 第 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら

第 四 号 ま で に 掲 げ る 業 務 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す

る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

八  国 立 研 究 開 発 法 人 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構 が 国 立 研 究 開 発 法 人 宇 宙 航 空 研

究 開 発 機 構 法 □ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 六 十 一 号 □ 第 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら

第 四 号 ま で に 掲 げ る 業 務 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す

る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

九  社 会 福 祉 施 設 □ 医 療 施 設 □ 学 校 教 育 法 □ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 □

第 一 条 に 規 定 す る 学 校 又 は 社 会 教 育 法 □ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 号 □ 第

二 十 条 に 規 定 す る 公 民 館 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

九  社 会 福 祉 施 設 □ 医 療 施 設 □ 学 校 教 育 法 □ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 □

第 一 条 に 規 定 す る 学 校 又 は 社 会 教 育 法 □ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 号 □ 第

二 十 条 に 規 定 す る 公 民 館 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

十  土 地 開 発 公 社 が 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 □ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 十  土 地 開 発 公 社 が 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 □ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第
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六 十 六 号 □ 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 行 う 宅 地 開 発 事 業  六 十 六 号 □ 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 行 う 宅 地 開 発 事 業  
十 一  図 書 館 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 □ 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 図

書 館 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 博 物 館 法 □ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二

百 八 十 五 号 □ 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 博 物 館 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築

物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

十 一  図 書 館 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 □ 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 図

書 館 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 又 は 博 物 館 法 □ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二

百 八 十 五 号 □ 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 博 物 館 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 建 築

物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

十 二  と 畜 場 法 □ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 百 十 四 号 □ 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る と

畜 場 で あ る 建 築 物 又 は 化 製 場 等 に 関 す る 法 律 □ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 四 十

号 □ 第 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 化 製 場 若 し く は 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 死 亡 獣

畜 取 扱 場 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

十 二  と 畜 場 法 □ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 百 十 四 号 □ 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る と

畜 場 で あ る 建 築 物 又 は 化 製 場 等 に 関 す る 法 律 □ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 四 十

号 □ 第 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 化 製 場 若 し く は 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 死 亡 獣

畜 取 扱 場 で あ る 建 築 物 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

十 三  卸 売 市 場 法 □ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 三 十 五 号 □ 第 四 条 第 六 項 に 規 定 す る

中 央 卸 売 市 場 若 し く は 同 法 第 十 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 地 方 卸 売 市 場 の 用 に

供 す る 施 設 で あ る 建 築 物 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

十 三  卸 売 市 場 法 □ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 三 十 五 号 □ 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る

中 央 卸 売 市 場 若 し く は 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 地 方 卸 売 市 場 の 用 に 供 す る 施

設 で あ る 建 築 物 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 宅 地 開 発 事 業  

全 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 □ □ 一 部 改 正 □ 昭 和 五 一 年 規 則 九

号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・ 六 〇 年 三 八 号 ・ 平 成 一 一 年 六 号 ・ 一 三 年 九 二

号 ・ 一 六 年 九 〇 号 ・ 一 七 年 九 八 号 ・ 二 七 年 三 二 号 ・ 二 八 年 五 八 号 ・

二 九 年 二 五 号 □  

全 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 □ □ 一 部 改 正 □ 昭 和 五 一 年 規 則 九

号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・ 六 〇 年 三 八 号 ・ 平 成 一 一 年 六 号 ・ 一 三 年 九 二

号 ・ 一 六 年 九 〇 号 ・ 一 七 年 九 八 号 ・ 二 七 年 三 二 号 ・ 二 八 年 五 八 号 ・

二 九 年 二 五 号 □  

□ 設 計 の 基 準 の 技 術 的 細 目 □  □ 設 計 の 基 準 の 技 術 的 細 目 □  

第 三 条  条 例 第 六 条 に 規 定 す る 工 事 の 設 計 の 基 準 の 技 術 的 細 目 は □ 次 の 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る □  

第 三 条  条 例 第 六 条 に 規 定 す る 工 事 の 設 計 の 基 準 の 技 術 的 細 目 は □ 次 の 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る □  

一  道 路 の 構 造 は □ 砂 利 敷 □ ア ス フ □ ル ト 舗 装 □ 簡 易 舗 装 そ の 他 こ れ ら に 準

ず る 構 造 と す る こ と □  

一  道 路 の 構 造 は □ 砂 利 敷 □ ア ス フ □ ル ト 舗 装 □ 簡 易 舗 装 そ の 他 こ れ ら に 準

ず る 構 造 と す る こ と □  

二  縦 断 こ う 配 が 六 パ □ セ ン ト を 超 え る 主 要 な 道 路 は □ そ の こ う 配 に 係 る 区

間 に つ い て □ 滑 止 め 等 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い □  

二  縦 断 こ う 配 が 六 パ □ セ ン ト を 超 え る 主 要 な 道 路 は □ そ の こ う 配 に 係 る 区

間 に つ い て □ 滑 止 め 等 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い □  

三  縦 断 こ う 配 が 八 パ □ セ ン ト を 超 え る 道 路 は □ そ の こ う 配 に 係 る 四 十 メ □

ト ル の 区 間 ご と に 排 水 施 設 に 排 水 の 流 速 を 減 ず る た め 必 要 な 施 設 を 設 け な

け れ ば な ら な い □  

三  縦 断 こ う 配 が 八 パ □ セ ン ト を 超 え る 道 路 は □ そ の こ う 配 に 係 る 四 十 メ □

ト ル の 区 間 ご と に 排 水 施 設 に 排 水 の 流 速 を 減 ず る た め 必 要 な 施 設 を 設 け な

け れ ば な ら な い □  

四  行 き 止 ま り の 構 造 の 道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え る 場 合 に お い

て □ 当 該 道 路 の 終 端 及 び 三 十 五 メ □ ト ル 以 内 の 区 間 ご と に 設 け る 自 動 車 の

転 回 広 場 の 基 準 は □ 次 に 掲 げ る も の と す る □  

四  行 き 止 ま り の 構 造 の 道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え る 場 合 に お い

て □ 当 該 道 路 の 終 端 及 び 三 十 五 メ □ ト ル 以 内 の 区 間 ご と に 設 け る 自 動 車 の

転 回 広 場 の 基 準 は □ 次 に 掲 げ る も の と す る □  

イ  道 路 の 中 心 線 か ら の 水 平 距 離 が 二 メ □ ト ル を 超 え る 区 域 内 に お い て 小

型 四 輪 自 動 車 □ 道 路 運 送 車 両 法 施 行 規 則 □ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 七 十

四 号 □ 別 表 第 一 に 規 定 す る 小 型 自 動 車 で 四 輪 の も の を い う □ 以 下 同

じ □ □ の う ち 最 大 な も の が 二 台 以 上 停 車 す る こ と が で き る も の で あ る こ

と □  

イ  道 路 の 中 心 線 か ら の 水 平 距 離 が 二 メ □ ト ル を 超 え る 区 域 内 に お い て 小

型 四 輪 自 動 車 □ 道 路 運 送 車 両 法 施 行 規 則 □ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 七 十

四 号 □ 別 表 第 一 に 規 定 す る 小 型 自 動 車 で 四 輪 の も の を い う □ 以 下 同

じ □ □ の う ち 最 大 な も の が 二 台 以 上 停 車 す る こ と が で き る も の で あ る こ

と □  
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ロ  小 型 四 輪 自 動 車 の う ち 最 大 な も の が 転 回 で き る 形 状 の も の で あ る こ

と □  

ロ  小 型 四 輪 自 動 車 の う ち 最 大 な も の が 転 回 で き る 形 状 の も の で あ る こ

と □  
五  行 き 止 ま り の 構 造 の 道 路 と す る こ と が で き る 場 合 は □ 条 例 に 定 め る 場 合

の ほ か 次 に 掲 げ る 場 合 で □ か つ □ 当 該 道 路 の 終 端 に 自 動 車 の 転 回 広 場 が 設

け ら れ て い る 場 合 と す る □  

五  行 き 止 ま り の 構 造 の 道 路 と す る こ と が で き る 場 合 は □ 条 例 に 定 め る 場 合

の ほ か 次 に 掲 げ る 場 合 で □ か つ □ 当 該 道 路 の 終 端 に 自 動 車 の 転 回 広 場 が 設

け ら れ て い る 場 合 と す る □  

イ  道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え 五 十 メ □ ト ル 以 下 で □ か つ □ そ の

幅 員 が 四 ・ 五 メ □ ト ル 以 上 の 場 合  

イ  道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え 五 十 メ □ ト ル 以 下 で □ か つ □ そ の

幅 員 が 四 ・ 五 メ □ ト ル 以 上 の 場 合  

ロ  道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え 六 十 メ □ ト ル 以 下 で □ か つ □ そ の

幅 員 が 五 メ □ ト ル 以 上 の 場 合  

ロ  道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え 六 十 メ □ ト ル 以 下 で □ か つ □ そ の

幅 員 が 五 メ □ ト ル 以 上 の 場 合  

ハ  道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え 七 十 メ □ ト ル 以 下 で □ か つ □ そ の

幅 員 が 五 ・ 五 メ □ ト ル 以 上 の 場 合  

ハ  道 路 の 延 長 が 三 十 五 メ □ ト ル を 超 え 七 十 メ □ ト ル 以 下 で □ か つ □ そ の

幅 員 が 五 ・ 五 メ □ ト ル 以 上 の 場 合  

六  階 段 状 の 道 路 は □ 全 体 の 高 さ が 七 メ □ ト ル 以 下 で 高 さ 四 メ □ ト ル 以 内 ご

と に 踏 幅 一 ・ 五 メ □ ト ル 以 上 の 水 平 部 分 を 設 け □ 踏 面 の 寸 法 が 三 十 セ ン チ

メ □ ト ル 以 上 □ け あ げ の 寸 法 が 十 五 セ ン チ メ □ ト ル 以 下 で □ そ の 構 造 は コ

ン ク リ □ ト 造 等 と し □ か つ □ 主 要 道 路 及 び 区 画 街 路 以 外 の 細 街 路 に 設 け る

も の で な け れ ば な ら な い □  

六  階 段 状 の 道 路 は □ 全 体 の 高 さ が 七 メ □ ト ル 以 下 で 高 さ 四 メ □ ト ル 以 内 ご

と に 踏 幅 一 ・ 五 メ □ ト ル 以 上 の 水 平 部 分 を 設 け □ 踏 面 の 寸 法 が 三 十 セ ン チ

メ □ ト ル 以 上 □ け あ げ の 寸 法 が 十 五 セ ン チ メ □ ト ル 以 下 で □ そ の 構 造 は コ

ン ク リ □ ト 造 等 と し □ か つ □ 主 要 道 路 及 び 区 画 街 路 以 外 の 細 街 路 に 設 け る

も の で な け れ ば な ら な い □  

七  排 水 施 設 の う ち 暗 き よ で あ る 部 分 の 内 径 又 は 内 の り 幅 は □ 二 十 セ ン チ メ

□ ト ル 以 上 で な け れ ば な ら な い □  

七  排 水 施 設 の う ち 暗 き よ で あ る 部 分 の 内 径 又 は 内 の り 幅 は □ 二 十 セ ン チ メ

□ ト ル 以 上 で な け れ ば な ら な い □  

八  消 防 水 利 は □ 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い □  八  消 防 水 利 は □ 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い □  

イ  常 時 貯 水 量 が 四 十 立 方 メ □ ト ル 以 上 で □ か つ □ 取 水 部 分 の 水 深 が 五 十

セ ン チ メ □ ト ル 以 上 の も の 又 は 取 水 可 能 水 量 が 毎 分 一 立 方 メ □ ト ル 以 上

で □ か つ □ 連 続 四 十 分 以 上 の 給 水 能 力 を 有 す る も の で あ る こ と □  

イ  常 時 貯 水 量 が 四 十 立 方 メ □ ト ル 以 上 で □ か つ □ 取 水 部 分 の 水 深 が 五 十

セ ン チ メ □ ト ル 以 上 の も の 又 は 取 水 可 能 水 量 が 毎 分 一 立 方 メ □ ト ル 以 上

で □ か つ □ 連 続 四 十 分 以 上 の 給 水 能 力 を 有 す る も の で あ る こ と □  

ロ  常 時 使 用 で き る も の で あ る こ と □  ロ  常 時 使 用 で き る も の で あ る こ と □  

ハ  消 防 ポ ン プ 自 動 車 が 容 易 に 部 署 で き る も の で あ る こ と □  ハ  消 防 ポ ン プ 自 動 車 が 容 易 に 部 署 で き る も の で あ る こ と □  

ニ  開 発 区 域 内 の す べ て の 防 火 対 象 物 に つ い て そ れ ぞ れ 百 四 十 メ □ ト ル 以

内 の 範 囲 に 一 以 上 の 消 防 水 利 が 配 置 さ れ て い る こ と □  

ニ  開 発 区 域 内 の す べ て の 防 火 対 象 物 に つ い て そ れ ぞ れ 百 四 十 メ □ ト ル 以

内 の 範 囲 に 一 以 上 の 消 防 水 利 が 配 置 さ れ て い る こ と □  

九  擁 壁 は □ 壁 面 の 面 積 三 平 方 メ □ ト ル 以 内 ご と に 少 な く と も 一 箇 の 耐 水 材

料 を 用 い た 水 抜 穴 を 設 け □ か つ □ 擁 壁 の 裏 面 で 水 抜 穴 の 周 辺 そ の 他 必 要 な

部 分 に は □ 砂 利 等 の 透 水 層 を 設 け な け れ ば な ら な い □  

九  擁 壁 は □ 壁 面 の 面 積 三 平 方 メ □ ト ル 以 内 ご と に 少 な く と も 一 箇 の 耐 水 材

料 を 用 い た 水 抜 穴 を 設 け □ か つ □ 擁 壁 の 裏 面 で 水 抜 穴 の 周 辺 そ の 他 必 要 な

部 分 に は □ 砂 利 等 の 透 水 層 を 設 け な け れ ば な ら な い □  

十  高 さ が 二 メ □ ト ル を 超 え る 擁 壁 の 構 造 は □ 鉄 筋 コ ン ク リ □ ト 造 □ 無 筋 コ

ン ク リ □ ト 造 □ 間 知 石 練 積 み 造 そ の 他 の 練 積 み 造 □ 雑 割 石 □ 野 面 石 □ 玉

石 □ コ ン ク リ □ ト 間 知 ブ ロ □ ク 等 に よ る も の に 限 る □ □ と し な け れ ば な ら

な い □  

十  高 さ が 二 メ □ ト ル を 超 え る 擁 壁 の 構 造 は □ 鉄 筋 コ ン ク リ □ ト 造 □ 無 筋 コ

ン ク リ □ ト 造 □ 間 知 石 練 積 み 造 そ の 他 の 練 積 み 造 □ 雑 割 石 □ 野 面 石 □ 玉

石 □ コ ン ク リ □ ト 間 知 ブ ロ □ ク 等 に よ る も の に 限 る □ □ と し な け れ ば な ら

な い □  

十 一  緑 地 等 は □ 開 発 区 域 内 及 び そ の 周 辺 の 地 域 の 地 形 等 の 状 況 並 び に 予 定 十 一  緑 地 等 は □ 開 発 区 域 内 及 び そ の 周 辺 の 地 域 の 地 形 等 の 状 況 並 び に 予 定
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建 築 物 の 用 途 及 び そ の 敷 地 の 配 置 を 勘 案 し て □ 自 然 の 状 態 の ま ま そ れ ぞ れ

適 切 な 場 所 に 一 団 と し て 配 置 し な け れ ば な ら な い □  

建 築 物 の 用 途 及 び そ の 敷 地 の 配 置 を 勘 案 し て □ 自 然 の 状 態 の ま ま そ れ ぞ れ

適 切 な 場 所 に 一 団 と し て 配 置 し な け れ ば な ら な い □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 四 八 年 三 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 四 八 年 三 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

□ 市 町 村 長 の 意 見 書 □  □ 市 町 村 長 の 意 見 書 □  

第 四 条  条 例 第 七 条 第 二 項 □ 条 例 第 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む □ □ に 規 定 す る 市 町 村 の 長 の 意 見 は □ 宅 地 開 発 事 業 に 係 る 意 見 書 □ 別 記 第

一 号 様 式 □ に よ ら な け れ ば な ら な い □  

第 四 条  条 例 第 七 条 第 二 項 及 び 第 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 市 町 村 の 長 の 意 見 は □

宅 地 開 発 事 業 に 係 る 意 見 書 □ 別 記 第 一 号 様 式 □ に よ ら な け れ ば な ら な い □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

□ 確 認 申 請 の 手 続 □  □ 確 認 申 請 の 手 続 □  

第 五 条  条 例 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 確 認 申 請 書 及 び 事 業 計 画 書 は □ 宅 地 開 発

事 業 確 認 申 請 書 □ 別 記 第 二 号 様 式 □ 及 び 宅 地 開 発 事 業 計 画 □ 変 更 □ 書 □ 別 記

第 三 号 様 式 □ と す る □  

第 五 条  条 例 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 確 認 申 請 書 及 び 事 業 計 画 書 は □ 宅 地 開 発

事 業 確 認 申 請 書 □ 別 記 第 二 号 様 式 □ 及 び 宅 地 開 発 事 業 計 画 □ 変 更 □ 書 □ 別 記

第 三 号 様 式 □ と す る □  

２  条 例 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 図 書 は □ 次 の と お り と す る □  ２  条 例 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 図 書 は □ 次 の と お り と す る □  

一  設 計 説 明 書 □ 別 記 第 四 号 様 式 □  一  設 計 説 明 書 □ 別 記 第 四 号 様 式 □  

二  権 利 関 係 等 調 書 □ 別 記 第 五 号 様 式 □  二  権 利 関 係 等 調 書 □ 別 記 第 五 号 様 式 □  

三  開 発 区 域 に 含 ま れ る 土 地 に 係 る 不 動 産 登 記 法 □ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十

三 号 □ 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 図 又 は 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 地 図 に 準

ず る 図 面 の 写 し 及 び 登 記 事 項 証 明 書  

三  開 発 区 域 に 含 ま れ る 土 地 に 係 る 不 動 産 登 記 法 □ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十

三 号 □ 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 図 又 は 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 地 図 に 準

ず る 図 面 の 写 し 及 び 登 記 事 項 証 明 書  

四  施 設 管 理 説 明 書 □ 別 記 第 五 号 様 式 の 二 □  四  施 設 管 理 説 明 書 □ 別 記 第 五 号 様 式 の 二 □  

五  開 発 区 域 位 置 図  五  開 発 区 域 位 置 図  

六  開 発 区 域 図  六  開 発 区 域 図  

七  現 況 図  七  現 況 図  

八  計 画 平 面 図  八  計 画 平 面 図  

九  計 画 断 面 図  九  計 画 断 面 図  

十  土 地 利 用 計 画 図  十  土 地 利 用 計 画 図  

十 一  給 排 水 計 画 図  十 一  給 排 水 計 画 図  

十 二  消 防 水 利 構 造 図  十 二  消 防 水 利 構 造 図  

十 三  が け の 断 面 図  十 三  が け の 断 面 図  

十 四  擁 壁 の 断 面 図 及 び 構 造 図  十 四  擁 壁 の 断 面 図 及 び 構 造 図  

十 五  そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 図 書  十 五  そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 図 書  

３  前 項 第 五 号 か ら 第 十 四 号 ま で に 掲 げ る 図 面 は □ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ □ 同 表 の 中 欄 に 定 め る 事 項 を 明 示 し □ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 縮 尺 に よ ら

３  前 項 第 五 号 か ら 第 十 四 号 ま で に 掲 げ る 図 面 は □ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ □ 同 表 の 中 欄 に 定 め る 事 項 を 明 示 し □ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 縮 尺 に よ ら



6/13  

な け れ ば な ら な い □  な け れ ば な ら な い □  

 図 面 の 種 類  事 項  縮 尺    図 面 の 種 類  事 項  縮 尺   

 開 発 区 域 位

置 図  

開 発 区 域 の 位 置 並 び に 開 発 区 域 及 び そ の 周

辺 の 地 域 の 地 形  

二 万 五 千 分 の

一 以 上  

  開 発 区 域 位

置 図  

開 発 区 域 の 位 置 並 び に 開 発 区 域 及 び そ の 周

辺 の 地 域 の 地 形  

二 万 五 千 分 の

一 以 上  

 

 開 発 区 域 図  開 発 区 域 及 び そ の 隣 接 の 地 域 に お け る 市 町

村 の 境 界 □ 市 町 村 の 区 域 内 の 町 又 は 字 の 境

界 並 び に 土 地 の 地 番 及 び 形 状  

六 百 分 の 一 以

上  

  開 発 区 域 図  開 発 区 域 及 び そ の 隣 接 の 地 域 に お け る 市 町

村 の 境 界 □ 市 町 村 の 区 域 内 の 町 又 は 字 の 境

界 並 び に 土 地 の 地 番 及 び 形 状  

六 百 分 の 一 以

上  

 

 現 況 図  地 形 □ 一 メ □ ト ル の 標 高 差 を 示 す 等 高 線 に

よ る □ □ □ 開 発 区 域 の 境 界 並 び に 開 発 区 域

及 び そ の 隣 接 の 地 域 に お け る 道 路 □ 河 川 □

水 路 そ の 他 公 共 の 用 に 供 す る 施 設  

六 百 分 の 一 以

上  

  現 況 図  地 形 □ 一 メ □ ト ル の 標 高 差 を 示 す 等 高 線 に

よ る □ □ □ 開 発 区 域 の 境 界 並 び に 開 発 区 域

及 び そ の 隣 接 の 地 域 に お け る 道 路 □ 河 川 □

水 路 そ の 他 公 共 の 用 に 供 す る 施 設  

六 百 分 の 一 以

上  

 

 計 画 平 面 図  開 発 区 域 の 境 界 □ 切 土 又 は 盛 土 を す る 土 地

の 部 分 □ が け 又 は 擁 壁 の 位 置 □ 道 路 の 位

置 □ 形 状 □ 幅 員 及 び こ う 配 □ 排 水 施 設 の 位

置 □ 種 類 □ 材 料 □ 形 状 □ 内 の り 寸 法 □ こ う

配 □ 水 の 流 れ の 方 向 □ 吐 口 の 位 置 及 び 放 流

先 の 名 称 並 び に 消 防 水 利 の 位 置 及 び 形 状  

六 百 分 の 一 以

上  

  計 画 平 面 図  開 発 区 域 の 境 界 □ 切 土 又 は 盛 土 を す る 土 地

の 部 分 □ が け 又 は 擁 壁 の 位 置 □ 道 路 の 位

置 □ 形 状 □ 幅 員 及 び こ う 配 □ 排 水 施 設 の 位

置 □ 種 類 □ 材 料 □ 形 状 □ 内 の り 寸 法 □ こ う

配 □ 水 の 流 れ の 方 向 □ 吐 口 の 位 置 及 び 放 流

先 の 名 称 並 び に 消 防 水 利 の 位 置 及 び 形 状  

六 百 分 の 一 以

上  

 

 計 画 断 面 図  切 土 又 は 盛 土 を す る 前 後 の 地 盤 図 並 び に 道

路 の 構 造 及 び 縦 横 断  

六 百 分 の 一 以

上  

  計 画 断 面 図  切 土 又 は 盛 土 を す る 前 後 の 地 盤 図 並 び に 道

路 の 構 造 及 び 縦 横 断  

六 百 分 の 一 以

上  

 

 土 地 利 用 計

画 図  

開 発 区 域 の 境 界 □ 公 共 施 設 の 位 置 及 び 形 状

予 定 建 築 物 の 敷 地 の 形 状 □ 敷 地 に 係 る 予 定

建 築 物 の 用 途 並 び に 公 益 的 施 設 の 位 置 □ 利

用 種 別 ご と に 色 分 け を す る □ □  

六 百 分 の 一 以

上  

  土 地 利 用 計

画 図  

開 発 区 域 の 境 界 □ 公 共 施 設 の 位 置 及 び 形 状

予 定 建 築 物 の 敷 地 の 形 状 □ 敷 地 に 係 る 予 定

建 築 物 の 用 途 並 び に 公 益 的 施 設 の 位 置 □ 利

用 種 別 ご と に 色 分 け を す る □ □  

六 百 分 の 一 以

上  

 

 給 排 水 計 画

図  

給 水 施 設 の 位 置 □ 形 状 □ 内 の り 寸 法 及 び 取

水 方 法  

排 水 計 画 算 定 上 の 基 礎 資 料 及 び 流 量 計 算 表

に 基 づ く 排 水 区 域 の 区 域 界 □ 排 水 施 設 の 位

置 □ 種 類 □ 材 料 □ 形 状 □ 内 の り 寸 法 □ こ う

配 □ 水 の 流 れ の 方 向 □ 吐 口 の 位 置 及 び 放 流

先 の 名 称 □ 区 域 外 排 水 も 含 め □ そ の 接 続 状

況 を 明 示 す る □ □  

六 百 分 の 一 以

上  

  給 排 水 計 画

図  

給 水 施 設 の 位 置 □ 形 状 □ 内 の り 寸 法 及 び 取

水 方 法  

排 水 計 画 算 定 上 の 基 礎 資 料 及 び 流 量 計 算 表

に 基 づ く 排 水 区 域 の 区 域 界 □ 排 水 施 設 の 位

置 □ 種 類 □ 材 料 □ 形 状 □ 内 の り 寸 法 □ こ う

配 □ 水 の 流 れ の 方 向 □ 吐 口 の 位 置 及 び 放 流

先 の 名 称 □ 区 域 外 排 水 も 含 め □ そ の 接 続 状

況 を 明 示 す る □ □  

六 百 分 の 一 以

上  

 

 消 防 水 利 構

造 図  

貯 水 そ う 等 の 規 模 及 び 構 造 並 び に 消 火 栓 の

位 置  

五 十 分 の 一 以

上  

  消 防 水 利 構

造 図  
貯 水 そ う 等 の 規 模 及 び 構 造 並 び に 消 火 栓 の

位 置  

五 十 分 の 一 以

上  

 

 が け の 断 面 開 発 区 域 及 び そ の 隣 接 の 地 域 に お け る が け 五 十 分 の 一 以   が け の 断 面 開 発 区 域 及 び そ の 隣 接 の 地 域 に お け る が け 五 十 分 の 一 以  
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図  の 高 さ □ こ う 配 及 び 擁 壁 で お お わ な い が け

面 の 土 質 □ 土 質 の 種 類 が 二 以 上 で あ る と き

は □ そ れ ぞ れ の 土 質 及 び 地 層 の 厚 さ □ □ 切

土 又 は 盛 土 を す る 前 の 地 盤 面 並 び に が け 面

の 保 護 の 方 法  

上  図  の 高 さ □ こ う 配 及 び 擁 壁 で お お わ な い が け

面 の 土 質 □ 土 質 の 種 類 が 二 以 上 で あ る と き

は □ そ れ ぞ れ の 土 質 及 び 地 層 の 厚 さ □ □ 切

土 又 は 盛 土 を す る 前 の 地 盤 面 並 び に が け 面

の 保 護 の 方 法  

上  

 擁 壁 の 断 面

図 及 び 構 造

図  

擁 壁 の 寸 法 及 び こ う 配 □ 擁 壁 の 材 料 の 種 類

及 び 寸 法 □ 透 水 層 の 位 置 及 び 寸 法 □ 擁 壁 の

高 さ □ 水 抜 き 穴 の 位 置 □ 材 料 及 び 内 径 □ 擁

壁 を 設 置 す る 前 後 の 地 盤 面 □ 基 礎 地 盤 の 土

質 並 び に 基 礎 ぐ い の 位 置 □ 材 料 及 び 寸 法  

五 十 分 の 一 以

上  

  擁 壁 の 断 面

図 及 び 構 造

図  

擁 壁 の 寸 法 及 び こ う 配 □ 擁 壁 の 材 料 の 種 類

及 び 寸 法 □ 透 水 層 の 位 置 及 び 寸 法 □ 擁 壁 の

高 さ □ 水 抜 き 穴 の 位 置 □ 材 料 及 び 内 径 □ 擁

壁 を 設 置 す る 前 後 の 地 盤 面 □ 基 礎 地 盤 の 土

質 並 び に 基 礎 ぐ い の 位 置 □ 材 料 及 び 寸 法  

五 十 分 の 一 以

上  

 

４  条 例 第 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 図 書 は □ 千 葉 県 知 事 の 権 限

に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 □ 平 成 十 二 年 千 葉 県 条 例 第 一 号 □ 以

下 □ 特 例 条 例 □ と い う □ □ 第 二 条 の 規 定 に よ り □ 開 発 区 域 の 所 在 す る 市 町 村

に 提 出 す る も の と す る □  

４  条 例 第 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 図 書 は □ 特 例 条 例 第 二 条 の

規 定 に よ り □ 開 発 区 域 の 所 在 す る 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る □  

５  前 項 の 場 合 に お い て □ 開 発 区 域 が 二 以 上 の 市 町 村 の 管 轄 区 域 に わ た る と き

は □ 前 項 の 図 書 は □ そ の 開 発 区 域 を 当 該 市 町 村 の 区 域 ご と に 区 分 し た 場 合 に

そ の 最 も 広 い 部 分 を 管 轄 す る 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る □  

５  前 項 の 場 合 に お い て □ 開 発 区 域 が 二 以 上 の 市 町 村 の 管 轄 区 域 に わ た る と き

は □ 前 項 の 図 書 は □ そ の 開 発 区 域 を 当 該 市 町 村 の 区 域 ご と に 区 分 し た 場 合 に

そ の 最 も 広 い 部 分 を 管 轄 す る 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る □  

６  第 四 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 図 書 の 提 出 部 数

は 正 本 一 部 副 本 三 部 □ 千 葉 県 事 務 委 任 規 則 □ 昭 和 三 十 一 年 千 葉 県 規 則 第 三 十

三 号 □ 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規 定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任 し

た 事 務 に 係 る 図 書 に あ つ て は □ 正 本 一 部 副 本 二 部 □ と す る □  

６  第 四 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 図 書 の 提 出 部 数

は 正 本 一 部 副 本 三 部 □ 千 葉 県 事 務 委 任 規 則 □ 昭 和 三 十 一 年 千 葉 県 規 則 第 三 十

三 号 □ 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規 定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任 し

た 事 務 に 係 る 図 書 に あ つ て は □ 正 本 一 部 副 本 二 部 □ と す る □  

７  第 五 項 の 場 合 に お け る 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 図 書 の 正 本 の 提 出 部 数

は 一 部 □ 副 本 の 提 出 部 数 は 開 発 区 域 の 所 在 す る 市 町 村 及 び 土 木 事 務 所 の 数 に

一 を 加 え て 得 た 数 □ 千 葉 県 事 務 委 任 規 則 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規

定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任 し た 事 務 に 係 る 図 書 の 副 本 に あ つ て は □ 当 該

市 町 村 の 数 に 一 を 加 え て 得 た 数 □ と す る □  

７  第 五 項 の 場 合 に お け る 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 図 書 の 正 本 の 提 出 部 数

は 一 部 □ 副 本 の 提 出 部 数 は 開 発 区 域 の 所 在 す る 市 町 村 及 び 土 木 事 務 所 の 数 に

一 を 加 え て 得 た 数 □ 千 葉 県 事 務 委 任 規 則 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規

定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任 し た 事 務 に 係 る 図 書 の 副 本 に あ つ て は □ 当 該

市 町 村 の 数 に 一 を 加 え て 得 た 数 □ と す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 四 八 年 三 〇 号 ・

五 八 年 三 八 号 ・ 五 〇 号 ・ 平 成 二 年 一 〇 号 ・ 一 二 年 一 〇 二 号 ・ 一 三 年

九 二 号 ・ 一 六 年 九 〇 号 ・ 一 七 年 二 五 号 ・ 二 三 年 五 六 号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 四 八 年 三 〇 号 ・

五 八 年 三 八 号 ・ 五 〇 号 ・ 平 成 二 年 一 〇 号 ・ 一 二 年 一 〇 二 号 ・ 一 三 年

九 二 号 ・ 一 六 年 九 〇 号 ・ 一 七 年 二 五 号 ・ 二 三 年 五 六 号 □  

□ 確 認 等 の 通 知 書 □  □ 確 認 等 の 通 知 書 □  

第 六 条  条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た 旨 の 通 知

は 宅 地 開 発 事 業 確 認 通 知 書 □ 別 記 第 六 号 様 式 □ に よ り □ 同 条 第 六 項 に 規 定 す

る 基 準 に 適 合 し な い と 認 め た 旨 の 通 知 は 適 合 し な い 旨 の 通 知 書 □ 別 記 第 七 号

様 式 □ に よ り □ 同 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を 判 断 す る こ と が で

第 六 条  条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た 旨 の 通 知

は 宅 地 開 発 事 業 確 認 通 知 書 □ 別 記 第 六 号 様 式 □ に よ り □ 同 条 第 六 項 に 規 定 す

る 基 準 に 適 合 し な い と 認 め た 旨 の 通 知 は 適 合 し な い 旨 の 通 知 書 □ 別 記 第 七 号

様 式 □ に よ り □ 同 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を 判 断 す る こ と が で
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き な い 旨 の 通 知 は 確 認 で き な い 旨 の 通 知 書 □ 別 記 第 八 号 様 式 □ に よ り 行 う も

の と す る □  

き な い 旨 の 通 知 は 確 認 で き な い 旨 の 通 知 書 □ 別 記 第 八 号 様 式 □ に よ り 行 う も

の と す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

□ 確 認 の 標 識 の 掲 出 □  □ 確 認 の 標 識 の 掲 出 □  

第 七 条  事 業 主 は □ 条 例 第 七 条 第 五 項 □ 条 例 第 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む □ □ の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た と き は □ 別 記 第 九 号 様 式 に よ る 標 識

を 開 発 区 域 内 の 見 や す い 場 所 に 掲 出 し な け れ ば な ら な い □  

第 七 条  事 業 主 は □ 条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 確 認 が あ つ た と き は □ 別 記 第

九 号 様 式 に よ る 標 識 を 開 発 区 域 内 の 見 や す い 場 所 に 掲 出 し な け れ ば な ら な

い □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二

号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二

号 □  

□ 設 計 変 更 の 確 認 申 請 □  □ 設 計 変 更 の 確 認 申 請 □  

第 八 条  事 業 主 は □ 条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 の 設 計 の 変 更 の 確 認 を 受

け よ う と す る と き は □ 宅 地 開 発 事 業 変 更 確 認 申 請 書 □ 別 記 第 十 号 様 式 □ 及 び

宅 地 開 発 事 業 計 画 □ 変 更 □ 書 並 び に 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 図 書 の う ち □ 当

該 変 更 に 係 る も の を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い □  

第 八 条  事 業 主 は □ 条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 の 設 計 の 変 更 の 確 認 を 受

け よ う と す る と き は □ 宅 地 開 発 事 業 変 更 確 認 申 請 書 □ 別 記 第 十 号 様 式 □ 及 び

宅 地 開 発 事 業 計 画 □ 変 更 □ 書 並 び に 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 図 書 の う ち □ 当

該 変 更 に 係 る も の を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い □  

２  第 五 条 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定 は □ 前 項 の 図 書 の 提 出 に つ い て 準 用 す

る □  

２  第 五 条 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定 は □ 前 項 の 図 書 の 提 出 に つ い て 準 用 す

る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 二 年 一 〇 二 号 ・ 一 三 年 九 二 号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 二 年 一 〇 二 号 ・ 一 三 年 九 二 号 □  

□ 変 更 確 認 等 の 通 知 書 □  □ 変 更 確 認 等 の 通 知 書 □  

第 九 条  条 例 第 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 基 準

に 適 合 す る こ と を 確 認 し た 旨 の 通 知 は 宅 地 開 発 事 業 変 更 確 認 通 知 書 □ 別 記 第

十 一 号 様 式 □ に よ り □ 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し な い と 認 め た 旨 の

通 知 は 適 合 し な い 旨 の 通 知 書 に よ り □ 同 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る か ど う

か を 判 断 す る こ と が で き な い 旨 の 通 知 は 確 認 で き な い 旨 の 通 知 書 に よ り 行 う

も の と す る □  

第 九 条  条 例 第 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 基 準

に 適 合 す る こ と を 確 認 し た 旨 の 通 知 は 宅 地 開 発 事 業 変 更 確 認 通 知 書 □ 別 記 第

十 一 号 様 式 □ に よ り □ 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し な い と 認 め た 旨 の

通 知 は 適 合 し な い 旨 の 通 知 書 に よ り □ 同 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る か ど う

か を 判 断 す る こ と が で き な い 旨 の 通 知 は 確 認 で き な い 旨 の 通 知 書 に よ り 行 う

も の と す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・

平 成 一 三 年 九 二 号 □  

□ 設 計 の 軽 微 な 変 更 □  □ 設 計 の 軽 微 な 変 更 □  

第 十 条  条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は □ 道 路 □ 排 水

施 設 等 の 位 置 又 は 形 状 に つ い て の 軽 微 な 変 更 と す る □  

第 十 条  条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は □ 道 路 □ 排 水

施 設 等 の 位 置 又 は 形 状 に つ い て の 軽 微 な 変 更 と す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二 号 □  一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二 号 □  

□ 工 事 施 行 者 の 変 更 の 届 出 □  □ 工 事 施 行 者 の 変 更 の 届 出 □  

第 十 一 条  条 例 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 工 事 施 行 者 を 変 更 し た 旨 の 届 出 は □ 工 第 十 一 条  条 例 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 工 事 施 行 者 を 変 更 し た 旨 の 届 出 は □ 工
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事 施 行 者 変 更 届 出 書 □ 別 記 第 十 二 号 様 式 □ に よ ら な け れ ば な ら な い □  事 施 行 者 変 更 届 出 書 □ 別 記 第 十 二 号 様 式 □ に よ ら な け れ ば な ら な い □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 □  一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 □  
□ 工 事 の 廃 止 等 の 届 出 □  □ 工 事 の 廃 止 等 の 届 出 □  

第 十 二 条  条 例 第 十 条 に 規 定 す る 工 事 を 廃 止 し □ 又 は 中 止 し た 旨 の 届 出 は □ 宅

地 開 発 事 業 廃 止 ・ 中 止 届 出 書 □ 別 記 第 十 三 号 様 式 □ に よ ら な け れ ば な ら な

い □  

第 十 二 条  条 例 第 十 条 に 規 定 す る 工 事 を 廃 止 し □ 又 は 中 止 し た 旨 の 届 出 は □ 宅

地 開 発 事 業 廃 止 ・ 中 止 届 出 書 □ 別 記 第 十 三 号 様 式 □ に よ ら な け れ ば な ら な

い □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二

号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二

号 □  

□ 工 事 完 了 の 届 出 □  □ 工 事 完 了 の 届 出 □  

第 十 三 条  条 例 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 の 完 了 の 届 出 は □ 工 事 完 了 届 出

書 □ 別 記 第 十 四 号 様 式 □ に 当 該 届 出 に 係 る 開 発 区 域 又 は 工 区 内 の 施 設 を 表 示

し た 図 面 を 添 え て 行 な わ な け れ ば な ら な い □  

第 十 三 条  条 例 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 の 完 了 の 届 出 は □ 工 事 完 了 届 出

書 □ 別 記 第 十 四 号 様 式 □ に 当 該 届 出 に 係 る 開 発 区 域 又 は 工 区 内 の 施 設 を 表 示

し た 図 面 を 添 え て 行 な わ な け れ ば な ら な い □  

２  第 五 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は □ 前 項 の 届 出 に つ い て 準 用 す る □  ２  第 五 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は □ 前 項 の 届 出 に つ い て 準 用 す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 □  一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 □  

□ 検 査 済 証 □  □ 検 査 済 証 □  

第 十 四 条  条 例 第 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 検 査 済 証 は □ 宅 地 開 発 事 業 に 関 す る

工 事 の 検 査 済 証 □ 別 記 第 十 五 号 様 式 □ と す る □  

第 十 四 条  条 例 第 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 検 査 済 証 は □ 宅 地 開 発 事 業 に 関 す る

工 事 の 検 査 済 証 □ 別 記 第 十 五 号 様 式 □ と す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二

号 □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 五 一 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 ・ 平 成 一 三 年 九 二

号 □  

□ 検 査 済 の 標 識 の 掲 出 □  □ 検 査 済 の 標 識 の 掲 出 □  

第 十 五 条  事 業 主 は □ 条 例 第 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 検 査 済 証 の 交 付 が あ つ た

と き は □ 遅 滞 な く 別 記 第 十 六 号 様 式 に よ る 標 識 を 開 発 区 域 内 の 見 や す い 場 所

に 相 当 の 期 間 掲 出 し な け れ ば な ら な い □  

第 十 五 条  事 業 主 は □ 条 例 第 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 検 査 済 証 の 交 付 が あ つ た

と き は □ 遅 滞 な く 別 記 第 十 六 号 様 式 に よ る 標 識 を 開 発 区 域 内 の 見 や す い 場 所

に 相 当 の 期 間 掲 出 し な け れ ば な ら な い □  

□ 確 認 の 承 継 の 届 出 及 び 承 継 承 認 の 申 請 □  □ 確 認 の 承 継 の 届 出 及 び 承 継 承 認 の 申 請 □  

第 十 五 条 の 二  条 例 第 十 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は □ 宅 地 開 発 事 業 確

認 承 継 届 出 書 □ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 二 □ に 地 位 の 承 継 を し た こ と を 証 す る 書

類 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い □  
第 十 五 条 の 二  条 例 第 十 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は □ 宅 地 開 発 事 業 確

認 承 継 届 出 書 □ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 二 □ に 地 位 の 承 継 を し た こ と を 証 す る 書

類 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い □  

２  条 例 第 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は □ 宅 地 開

発 事 業 確 認 承 継 承 認 申 請 書 □ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 三 □ を 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い □  

２  条 例 第 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は □ 宅 地 開

発 事 業 確 認 承 継 承 認 申 請 書 □ 別 記 第 十 六 号 様 式 の 三 □ を 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い □  

３  前 項 の 申 請 書 に は □ 承 認 を 受 け よ う と す る 者 が 条 例 第 七 条 第 一 項 の 確 認 を

得 た 者 か ら 開 発 区 域 内 の 土 地 の 所 有 権 そ の 他 開 発 に 関 す る 工 事 を 施 行 す る 権

原 を 取 得 し た こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 す る も の と す る □  

３  前 項 の 申 請 書 に は □ 承 認 を 受 け よ う と す る 者 が 条 例 第 七 条 第 一 項 の 確 認 を

得 た 者 か ら 開 発 区 域 内 の 土 地 の 所 有 権 そ の 他 開 発 に 関 す る 工 事 を 施 行 す る 権

原 を 取 得 し た こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 す る も の と す る □  

４  前 各 項 に 規 定 す る 図 書 の 提 出 部 数 は □ 正 本 一 部 副 本 三 部 □ 千 葉 県 事 務 委 任 ４  前 各 項 に 規 定 す る 図 書 の 提 出 部 数 は □ 正 本 一 部 副 本 三 部 □ 千 葉 県 事 務 委 任
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規 則 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規 定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任 し た

事 務 に 係 る 図 書 に あ つ て は □ 正 本 一 部 副 本 二 部 □ と す る □  

規 則 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規 定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任 し た

事 務 に 係 る 図 書 に あ つ て は □ 正 本 一 部 副 本 二 部 □ と す る □  

５  前 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 図 書 は □ 特 例 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ り □

開 発 区 域 の 所 在 す る 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る □  

５  前 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 図 書 は □ 特 例 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ り □

開 発 区 域 の 所 在 す る 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る □  

６  前 項 の 場 合 に お い て □ 開 発 区 域 が 二 以 上 の 市 町 村 の 管 轄 区 域 に わ た る と き

は □ 前 項 の 図 書 は □ そ の 開 発 区 域 を 当 該 市 町 村 の 区 域 ご と に 区 分 し た 場 合 に

そ の 最 も 広 い 部 分 を 管 轄 す る 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る □  

６  前 項 の 場 合 に お い て □ 開 発 区 域 が 二 以 上 の 市 町 村 の 管 轄 区 域 に わ た る と き

は □ 前 項 の 図 書 は □ そ の 開 発 区 域 を 当 該 市 町 村 の 区 域 ご と に 区 分 し た 場 合 に

そ の 最 も 広 い 部 分 を 管 轄 す る 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る □  

７  前 項 の 場 合 に お け る 図 書 の 正 本 の 提 出 部 数 は 一 部 □ 副 本 の 提 出 部 数 は 開 発

区 域 の 所 在 す る 市 町 村 及 び 土 木 事 務 所 の 数 に 一 を 加 え て 得 た 数 □ 千 葉 県 事 務

委 任 規 則 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規 定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任

し た 事 務 に 係 る 図 書 の 副 本 に あ つ て は □ 当 該 市 町 村 の 数 に 一 を 加 え て 得 た

数 □ と す る □  

７  前 項 の 場 合 に お け る 図 書 の 正 本 の 提 出 部 数 は 一 部 □ 副 本 の 提 出 部 数 は 開 発

区 域 の 所 在 す る 市 町 村 及 び 土 木 事 務 所 の 数 に 一 を 加 え て 得 た 数 □ 千 葉 県 事 務

委 任 規 則 第 十 二 条 か ら 第 十 二 条 の 三 ま で の 規 定 に よ り 土 木 事 務 所 の 長 に 委 任

し た 事 務 に 係 る 図 書 の 副 本 に あ つ て は □ 当 該 市 町 村 の 数 に 一 を 加 え て 得 た

数 □ と す る □  

追 加 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 □ □ 一 部 改 正 □ 平 成 二 年 規 則 一 〇 号 ・

一 二 年 一 〇 二 号 ・ 一 三 年 九 二 号 ・ 一 六 年 九 〇 号 ・ 二 三 年 五 六 号 □  

追 加 □ 昭 和 五 八 年 規 則 五 〇 号 □ □ 一 部 改 正 □ 平 成 二 年 規 則 一 〇 号 ・

一 二 年 一 〇 二 号 ・ 一 三 年 九 二 号 ・ 一 六 年 九 〇 号 ・ 二 三 年 五 六 号 □  

□ 立 入 検 査 □  □ 立 入 検 査 □  

第 十 六 条  条 例 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 立 入 検 査 を 行 な う 場 合 は □ 事 業 主 及

び 工 事 施 行 者 又 は こ れ ら の 者 の 代 理 人 は □ そ の 検 査 に 立 ち 会 わ な け れ ば な ら

な い □  

第 十 六 条  条 例 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 立 入 検 査 を 行 な う 場 合 は □ 事 業 主 及

び 工 事 施 行 者 又 は こ れ ら の 者 の 代 理 人 は □ そ の 検 査 に 立 ち 会 わ な け れ ば な ら

な い □  

２  条 例 第 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 証 票 は □ 立 入 検 査 証 □ 別 記 第 十 七 号 様 式 □

と す る □  

２  条 例 第 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 証 票 は □ 立 入 検 査 証 □ 別 記 第 十 七 号 様 式 □

と す る □  

附  則  附  則  

□ 施 行 期 日 □  □ 施 行 期 日 □  

１  こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る □  １  こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

□ 現 に 施 行 さ れ て い る 宅 地 開 発 事 業 の 届 出 □  □ 現 に 施 行 さ れ て い る 宅 地 開 発 事 業 の 届 出 □  

２  条 例 附 則 第 三 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

□ 昭 和 四 十 六 年 千 葉 県 条 例 第 六 十 一 号 □ 附 則 第 三 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 七 年 千 葉 県 条 例 第 二 十 四 号 □ 附

則 第 四 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 四

十 八 年 千 葉 県 条 例 第 十 二 号 □ 附 則 第 三 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 九 年 千 葉 県 条 例 第 二 十 五 号 □ 附 則 第 三 項 及

び 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 五 十 八 年 千

葉 県 条 例 第 十 二 号 □ 附 則 第 四 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は □ 開 発 区 域 の

位 置 □ 区 域 及 び 規 模 並 び に 設 計 の 内 容 と す る □  

２  条 例 附 則 第 三 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

□ 昭 和 四 十 六 年 千 葉 県 条 例 第 六 十 一 号 □ 附 則 第 三 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 七 年 千 葉 県 条 例 第 二 十 四 号 □ 附

則 第 四 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 四

十 八 年 千 葉 県 条 例 第 十 二 号 □ 附 則 第 三 項 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 九 年 千 葉 県 条 例 第 二 十 五 号 □ 附 則 第 三 項 及

び 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 □ 昭 和 五 十 八 年 千

葉 県 条 例 第 十 二 号 □ 附 則 第 四 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は □ 開 発 区 域 の

位 置 □ 区 域 及 び 規 模 並 び に 設 計 の 内 容 と す る □  

一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 八 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 四 八 年 三 〇 号 ・ 一 部 改 正 □ 昭 和 四 六 年 規 則 八 一 号 ・ 四 七 年 五 九 号 ・ 四 八 年 三 〇 号 ・
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四 九 年 二 四 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 □  四 九 年 二 四 号 ・ 五 八 年 五 〇 号 □  
□ 千 葉 県 聴 聞 規 則 の 一 部 改 正 □  □ 千 葉 県 聴 聞 規 則 の 一 部 改 正 □  

３  千 葉 県 聴 聞 規 則 □ 昭 和 三 十 三 年 千 葉 県 規 則 第 四 十 三 号 □ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る □  

３  千 葉 県 聴 聞 規 則 □ 昭 和 三 十 三 年 千 葉 県 規 則 第 四 十 三 号 □ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る □  

別 表 中 第 三 十 八 号 を 第 三 十 九 号 と し □ 第 十 三 号 か ら 第 三 十 七 号 ま で を 一 号

ず つ 繰 り 下 げ □ 第 十 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る □  

別 表 中 第 三 十 八 号 を 第 三 十 九 号 と し □ 第 十 三 号 か ら 第 三 十 七 号 ま で を 一 号

ず つ 繰 り 下 げ □ 第 十 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る □  

十 三  宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 四 年 千 葉 県 条 例 第 五 十

号 □ 第 十 二 条 第 二 項  

十 三  宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 □ 昭 和 四 十 四 年 千 葉 県 条 例 第 五 十

号 □ 第 十 二 条 第 二 項  

附  則 □ 昭 和 四 十 六 年 七 月 二 十 一 日 規 則 第 五 十 一 号 □  附  則 □ 昭 和 四 十 六 年 七 月 二 十 一 日 規 則 第 五 十 一 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 昭 和 四 十 六 年 十 月 二 十 五 日 規 則 第 八 十 一 号 □  附  則 □ 昭 和 四 十 六 年 十 月 二 十 五 日 規 則 第 八 十 一 号 □  

こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 昭 和 四 十 七 年 八 月 一 日 規 則 第 五 十 九 号 □  附  則 □ 昭 和 四 十 七 年 八 月 一 日 規 則 第 五 十 九 号 □  

こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 七 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 七 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 昭 和 四 十 八 年 四 月 二 十 七 日 規 則 第 三 十 号 □  附  則 □ 昭 和 四 十 八 年 四 月 二 十 七 日 規 則 第 三 十 号 □  

こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 八 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 八 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 昭 和 四 十 九 年 四 月 二 十 六 日 規 則 第 二 十 四 号 □  附  則 □ 昭 和 四 十 九 年 四 月 二 十 六 日 規 則 第 二 十 四 号 □  

こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 九 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 昭 和 四 十 九 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 昭 和 五 十 一 年 三 月 九 日 規 則 第 九 号 □  附  則 □ 昭 和 五 十 一 年 三 月 九 日 規 則 第 九 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 し □ 改 正 後 の 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条

例 施 行 規 則 の 規 定 は □ 昭 和 五 十 一 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 し □ 改 正 後 の 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条

例 施 行 規 則 の 規 定 は □ 昭 和 五 十 一 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る □  

附  則 □ 昭 和 五 十 三 年 四 月 一 日 規 則 第 十 八 号 □  附  則 □ 昭 和 五 十 三 年 四 月 一 日 規 則 第 十 八 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 昭 和 五 十 八 年 四 月 一 日 規 則 第 三 十 八 号 □  附  則 □ 昭 和 五 十 八 年 四 月 一 日 規 則 第 三 十 八 号 □  

□ 施 行 期 日 □  □ 施 行 期 日 □  

１  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  １  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

□ 経 過 措 置 □  □ 経 過 措 置 □  

２  こ の 規 則 の 施 行 前 に な さ れ た 申 請 □ 届 出 そ の 他 の 手 続 で □ こ の 規 則 の 施 行

の 際 ま だ 処 理 さ れ て い な い も の 又 は そ の 処 理 が 継 続 中 の も の に つ い て は □ な

お 従 前 の 例 に よ る □  

２  こ の 規 則 の 施 行 前 に な さ れ た 申 請 □ 届 出 そ の 他 の 手 続 で □ こ の 規 則 の 施 行

の 際 ま だ 処 理 さ れ て い な い も の 又 は そ の 処 理 が 継 続 中 の も の に つ い て は □ な

お 従 前 の 例 に よ る □  

附  則 □ 昭 和 五 十 八 年 五 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 号 □  附  則 □ 昭 和 五 十 八 年 五 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 号 □  

□ 施 行 期 日 □  □ 施 行 期 日 □  

１  こ の 規 則 は □ 昭 和 五 十 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る □  １  こ の 規 則 は □ 昭 和 五 十 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

□ 使 用 料 及 び 手 数 料 規 則 の 一 部 改 正 □  □ 使 用 料 及 び 手 数 料 規 則 の 一 部 改 正 □  
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２  使 用 料 及 び 手 数 料 規 則 □ 昭 和 三 十 一 年 千 葉 県 規 則 第 二 十 九 号 □ の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る □  

２  使 用 料 及 び 手 数 料 規 則 □ 昭 和 三 十 一 年 千 葉 県 規 則 第 二 十 九 号 □ の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る □  
別 表 第 五 中 第 二 十 四 号 か ら 第 二 十 六 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る □  別 表 第 五 中 第 二 十 四 号 か ら 第 二 十 六 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る □  

二 十 四  宅 地 開 発 事 業 等 設 計 確 認 申 請 手 数 料  二 十 四  宅 地 開 発 事 業 等 設 計 確 認 申 請 手 数 料  

二 十 五  宅 地 開 発 事 業 等 設 計 変 更 確 認 申 請 手 数 料  二 十 五  宅 地 開 発 事 業 等 設 計 変 更 確 認 申 請 手 数 料  

二 十 六  削 除  二 十 六  削 除  

３  千 葉 県 聴 聞 規 則 □ 昭 和 三 十 三 年 千 葉 県 規 則 第 四 十 三 号 □ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る □  

３  千 葉 県 聴 聞 規 則 □ 昭 和 三 十 三 年 千 葉 県 規 則 第 四 十 三 号 □ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る □  

別 表 第 十 三 号 中 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 □ を □ 宅 地 開 発 事 業 等

の 基 準 に 関 す る 条 例 □ に 改 め る □  

別 表 第 十 三 号 中 □ 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 □ を □ 宅 地 開 発 事 業 等

の 基 準 に 関 す る 条 例 □ に 改 め る □  

附  則 □ 昭 和 六 十 年 五 月 十 四 日 規 則 第 三 十 八 号 □  附  則 □ 昭 和 六 十 年 五 月 十 四 日 規 則 第 三 十 八 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 二 年 三 月 二 十 七 日 規 則 第 十 号 □  附  則 □ 平 成 二 年 三 月 二 十 七 日 規 則 第 十 号 □  

こ の 規 則 は □ 平 成 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 平 成 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 十 一 年 三 月 九 日 規 則 第 六 号 □  附  則 □ 平 成 十 一 年 三 月 九 日 規 則 第 六 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 十 二 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 百 二 号 □  附  則 □ 平 成 十 二 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 百 二 号 □  

こ の 規 則 は □ 平 成 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 平 成 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 十 三 年 三 月 三 十 日 規 則 第 四 十 二 号 □  附  則 □ 平 成 十 三 年 三 月 三 十 日 規 則 第 四 十 二 号 □  

□ 施 行 期 日 □  □ 施 行 期 日 □  

１  こ の 規 則 は □ 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  １  こ の 規 則 は □ 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

□ 経 過 措 置 □  □ 経 過 措 置 □  

２  こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 宅 地 開 発 事 業 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は □ こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も □ 当 分 の 間 □ 所

要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る □  

２  こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 宅 地 開 発 事 業 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は □ こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も □ 当 分 の 間 □ 所

要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る □  

附  則 □ 平 成 十 三 年 七 月 六 日 規 則 第 九 十 二 号 抄 □  附  則 □ 平 成 十 三 年 七 月 六 日 規 則 第 九 十 二 号 抄 □  

□ 施 行 期 日 □  □ 施 行 期 日 □  

１  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  １  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 規 則 第 九 十 号 □  附  則 □ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 規 則 第 九 十 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 十 七 年 三 月 七 日 規 則 第 二 十 五 号 □  附  則 □ 平 成 十 七 年 三 月 七 日 規 則 第 二 十 五 号 □  

□ 施 行 期 日 □  □ 施 行 期 日 □  

１  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  １  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

□ 経 過 措 置 □  □ 経 過 措 置 □  
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２  こ の 規 則 の 施 行 前 に □ 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙

は □ こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も □ 当 分 の 間 □ 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る □  

２  こ の 規 則 の 施 行 前 に □ 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙

は □ こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も □ 当 分 の 間 □ 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る □  
附  則 □ 平 成 十 七 年 四 月 一 日 規 則 第 九 十 八 号 □  附  則 □ 平 成 十 七 年 四 月 一 日 規 則 第 九 十 八 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 六 号 □  附  則 □ 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 六 号 □  

こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 三 十 二 号 □  附  則 □ 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 三 十 二 号 □  

こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □ た だ し □ 第 一 条 の 二 及 び

第 二 条 第 七 号 の 改 正 規 定 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □ た だ し □ 第 一 条 の 二 及 び

第 二 条 第 七 号 の 改 正 規 定 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 二 十 八 年 五 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 八 号 □  附  則 □ 平 成 二 十 八 年 五 月 三 十 一 日 規 則 第 五 十 八 号 □  

こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 二 十 五 号 □  附  則 □ 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 二 十 五 号 □  

こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □ た だ し □ 第 二 条 第 四 号 □

第 八 号 及 び 第 九 号 の 改 正 規 定 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

こ の 規 則 は □ 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □ た だ し □ 第 二 条 第 四 号 □

第 八 号 及 び 第 九 号 の 改 正 規 定 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

  

   附  則  

□ 施 行 期 日 □  

１  こ の 規 則 は □ 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □ た だ し □ 第 二 条 第 十 三 号 □ 第 四 条 □ 第 五 条 第 四 項 及 び 第 七 条 の 改 正 規 定 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

□ 経 過 措 置 □  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に □ 改 正 前 の 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は □ 同 日 以 後 に お い て も □ 当 分 の 間 □ 所 要 の 調

整 を し て 使 用 す る こ と が で き る □  

 


























